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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３１年２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年１０月２０日 １６時００分ごろ 

発生場所 大分県佐伯
さ い き

市磯崎鼻南南東方沖 

 蒲江
か ま え

港灯台から真方位０８５°１.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４７.３′ 東経１３１°５８.０′） 

事故の概要 漁船裕
ゆう

栄
えい

丸は、磯崎鼻南南東方沖を南進中、機関室から火災が発生

した。 

裕栄丸は、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 裕栄丸、４.２７トン 

 ＯＴ３－４５５３６、個人所有 

 ９.９５ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５５年７月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年３月３日 

  免許証交付日 平成２９年２月２３日 

         （平成３５年２月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室、操舵室等に焼損、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約６.２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、刺し網漁の目的で、平成３０年

１０月２０日１５時５０分ごろ佐伯市元猿山南東方の漁場に向けて佐

伯市元猿漁港を出港した。 

本船は、船長が、船首部で遠隔操縦装置を使用して操船し、約３～

４ノットの対地速力で磯崎鼻南南東方沖を南進中、１６時００分ごろ

後方からバチバチバチと音がした。 

船長は、主機を中立運転とし、船体中央部の後方寄りにある機関室
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囲いに行き、船首側の窓から機関室の中を見たところ、機関室囲いの

中が黒っぽい煙で充満していて主機が見えなかったので、元猿漁港に

戻ろうと思い、主機を前進運転として同漁港の方に本船を向けたが、

そのうちに主機が停止するのを認めた。 

船長は、親族に携帯電話で救助を依頼した後、右舷側に避難してい

たところ、機関室囲いの後方の操舵室側から煙が出てくるのを認めて

危険を感じ、救命胴衣を着用して海に飛び込んだ。 

船長は、来援した付近で釣りを行っていた船舶及び親族の漁船のう

ち、親族の漁船に救助された後、元猿漁港に搬送された。 

本船は、別の親族の漁船が監視していたところ、海上保安庁の巡視

船が来援し、消火活動を行ったものの鎮火せず、その後、沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、機関室が船体中央部の後方寄りに、燃料タンクが同室前方

に配置され、上甲板上に機関室囲いが設けられており、その船首側及

び両舷側に窓が取り付けられていて、内部を見ることができるように

なっていた。 

機関室囲いは、甲板上右半分に床が設けられ、左半分には床がな

く、機関室を見ることができるようになっており、後部に操舵輪が取

り付けられていて、外部とはドアで仕切られていた。 

機関室は、そのほぼ中央部に主機が据付けられており、主機の右舷

後方に１２Ｖのバッテリが横方向に２列で置かれており、それらは、

平成２９年の終わりから平成３０年の初めにかけて新替えされてい

た。 

主機は、燃料として軽油を使用しており、本事故当時、約３００ℓ

残っていた。 

船長は、本事故当日、主機を始動する前に、潤滑油量、冷却清水

量、ビルジの量、各部の点検等を行い、主機を始動後、潤滑油の圧

力、冷却海水量等の点検を行い、異常がないことを確認した。 

本船は、船長が約３０年前に本船を購入して以降、電気配線の絶縁

抵抗の点検を行っていなかった。 

船長は、火災の発生を認めて港に戻ろうと主機を前進運転とした

際、主機が通常に運転していたので、主機の破損による火災ではない

と本事故後に思った。 

本船は、右舷船尾部に持運び式消火器が置かれていたが、船長が取

りに行くことができず、また、機関室に火災探知器が設置されていな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

なし 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析  本船は、磯崎鼻南南東方沖を南進中、機関室から出火したものと考

えられるが、本船が沈没しており、出火に至った状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、磯崎鼻南南東方沖を南進中、機関室から出火し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

・小型船舶には、機関室に火災探知器を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

蒲江港灯台 
事故発生場所 

（平成３０年１０月２０日 

 １６時００分ごろ発生） 
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